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早瀬町会規約を、次のとおり全文改正する。

早瀬町会規約

?い-

(※アンダーライン部が改正箇所)

(名称及び事務所)

第1条本会は、早瀬町会と称し、事務所を会長宅に置く。

(会員、辰g会貝Q権劉と義務)

第2条本会は、笹目8丁目、早瀬1・2丁目に居住する者(一般会員)、及び所在する事業所(特
別会員)を4さ1園ぽ{。

2-すべて会員は、町会に協力する義務を負うとともに、町会に対し平等の受益権を持つ。

(目的)

第3条本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、相互協力により、壇城0文仝al、環境整備
等を行い、明るく潤いのある住みよい地域づくりをすることを目的とする。

(事業)

第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1会員相互の親睦をはかるための事業
2環境整備に関する事業

3 5 に い ちづくりに る

4地域防犯に関する事業
才

51ω奥仝え通安全揚駕iる事朶
6地域福祉に関する事業

7 文化・スポーツ、レクリエーションに関する事業
8広報紙配布等市への協力に関する事業

9その他本会の目的達成に必要な事業

(役員)

第5条本会に次の役員を置く。

1町会長1名 2副町会長3名≦L総務理量」& 髪(褪關鮎咀既4ユ名
L総挽貌14ヱ土主(l業仝班亜反ユ負 7 頁 1 1 違畢
業逸E槌迷シ45遍L負 r(四藪ヒ興起(』餐10 生 I J
填薯l3狙狸事若干名 12防犯防災部長l名 13防犯防災部副部長1名 14防犯
防災部理事若干名 15福祉部長1名16福祉部副部長1名17福祉部会計1名
18女性韻忌1名 19文七』囲聾蔓景-2名20女艷狙急辻2名21文注都理事若干名



22会計2名23監坐2名24 公 ・ ゛ 1 殿ノ拐粗社民
館長1饗 26 公 1 酊2匹瀬会違QEユ名μs2正瀬会負匡0L1笠
29班長若干名 30組長若干名

2役員は、総会において選任し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3町会長、副会長の選任にあっては、事前に選考委員会を置くことができる。委員会の構成に
ついては別に定める。

4前項の役員に欠員が生じたときは、補充することとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)

第6条本会に、顧問、及び相談役を置くことができる。

2前項の顧問、相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の任務)

第7条役員の任務は次のとおりとする。

1町会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2副町会長は、会長を補佐し、戸 るととに、会長事故あるときはその職
務を代理する。

3 ′ゝ は、′? し、 そ瑞Thlる。

41餞鎖隆狙釘鮭L総務部長金補佐旦、部事業に協力する。

5? 理は、6 に■仮

6 企 は、 企 を′ し、。 遂行丈る。

7 -1 は、 企BS 佐u1部事業を遂行する。

8 企面理 は、 に- 4。

9 生 は、 ′生 し、 遂丘士る。

10 ′生 は、 生 を し、有事業を遂行する。
11 ′一生≦理 は、 に る。

12 5 は、 5 ′ し、 遂行する。

13 5 -1 は、 ′ 5 し、 1嘩迅b1行する。

14 1 5 理 は、6 に る。

15 - は、 6t し、 ′ 一 る。,

U辷ふ珪L部亘鮭屹Kは、 ′ し、 ′ 青する。
17 は、 ≦の 百る.

棧〕M引隼長建、文竹国遷電陳牝、都堪業を遂行する。

↓?-k注五拶甜和4酊ま・女 一 し・ ゛ も〕らう・
顕]割4峯会鮭違、1Wバ翰h詐巾5

21k住都理事は、都事業ら協力する。
一

22会計は、 の 、 一、 び゛ 百る。

23監杢は、会計法算仁駕iる監査を司る。



24蓼瀬公民館?艷早 理 ゛ は、 公 びに の 理 ゛?(こ

し、J)が生じたと に 理 る。1お、 の 、 ぜ運営

については肘に定める。

25早瀬公民館長は、早瀬公民館り一管理運iCあたる。

26 公 は、 公 1 の 、 、′ 舅る。

27早瀬会館長は、早瀬会館の管理運営にあたる。

28 は、 ] の-74編成、執行、決算を司る。

29班長は、班内各組の取りまとめを行う。

30組長は、組内の取りまとめを行う。

(総会)

第8条皐会Q総会越l勺ネツりと1シ

1 ′ は、 :、 に る。また、 がハ と めたと 、 いは会員の2

の1v上または の3分のIP上の か ったと 【m寺総会ffl催する。

2総会は、委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもっ
て決する。

3総会の議長は、会員のなかから選任する。

4定期総会における議事は次のとおりとする。

l)事業報告並びに決算

2)事業計画並びに予算

3)規約の制定及び改廃

4)役員の選任

5)その他町会運営に係る重要事項

(役員会)

第9条役員会は、第5条第1項の第1号か 20 、 び 22 か 29 までの役員をもって
構成する。

2 役員会は、必要に応じて町会長が招集し、会議の議長となる。

3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

4 役員会は、次の事項を審議する。

1)総会に提出する議案

2)総会で決定した事業の執行計画

3)その他町会運営に必要な事項

役員会に、子ども会育成会会長の出席を求めることができる。
-

a

1彊地虫表会議)

10 正一1 は、ノ゛\ 一に応じ が し する。
ー

えw副旦0E剥筐1組ご」星錘ヅ耳豊剖音辿ピ【び柔潰b?Ⅱ塙玉1知ケトぞり偏(きる。



3正 は、 の る。

1)町会事業の実施またltJ会運営の基4交樽哩はゞ役 のfに がノ)1と 。
2)町会峯業Q -で、 にか( いとまが1いと 。

3)その他町会通性釘こ閏レoケ攪θ工L

(経費等)

第11条本会の経費は、会費、市補助金、車[協議m金、寄付金、その他の収入を
もって充てる。

2会費の額は、次のとおりとする。

I)一般会員 月額 200円足自眩ユJ便丁赴
2)特別会員 会費は別に定める

3本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31E1をもって終わる。

(委任)

第12条この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で定める。

附則

(施行期日)

1この規約は、平成25年4月27日から施行する。

2従前の早瀬町会規約(平成12年4月29日施行)は、廃止する。


